
 

 

議案第８号  

 

   秦野市教育研究所設置条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市教育研究所設置条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 教育研究所の機能強化を図ることを目的に、同研究所の位置を変更するため、

改正するものであります。 



秦野市条例第  号  

 

   秦野市教育研究所設置条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市教育研究所設置条例（昭和４５年秦野市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条の表中「秦野市桜町一丁目３番２号」を「秦野市南矢名三丁目１１番

１号」に改める。 

  

   附 則 

 この条例は、令和５年５月１日から施行する。 



議案第８号 秦野市教育研究所設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （名称及び位置）  （名称及び位置） 

第２条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

秦野市教育研究所 秦野市南矢名三丁目１１番１号 
 

名称 位置 

秦野市教育研究所 秦野市桜町一丁目３番２号 
 

  

  

   附 則  

 この条例は、令和５年５月１日から施行する。  

  

 


